
 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 1月 

今年の各委員会における質疑も 1/9 からスタートしました。1/14 成人の日には荒川

区でも式典が開催され、1949名が新成人となりました。 

寒い日が続いていますが、この時期はヒートショックへの注意も必要です。交通事

故より多い方が年間お風呂で亡くなっています。入浴時などお気を付け下さい。 

               「体は細いが、芯は太い。」  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                     

 
 

  

民主ゆいの会 
国民民主党 

第 73 号 

荒川区議会議員 

―区政情報― 

今日の数字？ 
31 億円 

今日の数字？ 31 億円：荒川区総合スポーツセン

ター大規模改修工事経費。内訳は、躯体工事 15 億、

電気設備 4.3 億、給排水 4.6 億、空調 7 億。 

給排水工事は入札不調が続き、昨年末 3 回目で落札

された。工事期間は今年 4 月から来年 3 月までの 1

年間、この間は全館閉鎖となる。 

特別支援教室、二日小を新たな拠点校に 

―3校から 4校へー 

朝日信金金庫東尾久支店の建物内に私立認可園を

整備します。 

荒川区が 3・4 階を朝日信金から賃借し、公募選定

した事業者に転貸する形態で開設されます。 

 

○場所：荒川 5-31-7 朝日信金東尾久支店 3・4階 

   （尾久の原防災通り沿い 左地図参照） 

○定員：60人     

○年齢：0～5歳児 

○開設時期：2020年 4月 

 

上記を含めた保育園開設予定は以下の通りです。 

開設時期 場所 定員 

今年 4月 西日暮里 2丁目 20人拡大 

町屋 2丁目 60人 

西日暮里 6丁目 60人 

今年 7月 東日暮里 6丁目 60人 

来年 4月 東尾久 3丁目 50人 

朝日信金東尾久支店 60人 

＊西日暮里 2丁目については、東日暮里保育園が移

転民営化することにより 20人定員拡大する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援教室の利用者増に伴い、新年度から二日小

を新たに拠点校とします。小学校拠点校を 3校から

4 校へ増やすことによって巡回指導教員の負担を軽

減し、利用児童に対する教育の充実を図ります。 

 

○新年度拠点校：二瑞小・四峡小・宮前小・二日小 

 

○特別支援教室利用者 

2016年度 2017年度 2018年度 

94人 184人 263人 

 

 

 

朝日信金東尾久支店内に保育園整備 2020年 4月 



 

 

清水啓史（43歳 昭和 50(1975)年 5/7日生 卯年 A型 おうし座） 

 
寛永寺幼卒/根岸小卒/早中・早高卒/早大卒。民主党本部元職員。 
平成 19（2007）年 荒川区議選初出馬初当選。現在、荒川区議会議員 3期目。 

荒川区議会では文教・子育て支援委員会、財政援助団体調査特別委員会に所属。 
区議会会派は「民主ゆいの会」、党籍は国民民主党。家族は妻と娘（小 4）。 

 
〒116-0013 荒川区西日暮里 2-28-8    TEL/FAX 03-3801-6325     E-mail info@shimizuhiroshi.com 

 

昨年 6月の法律施行により、荒川区内においても旅館業の営業許可申請が急増しています。 

このことにより、従前近隣居住者との課題、集合住宅建物において住宅と旅館が混在する事例もあります。 

この状況を受け、区は以下の内容 2点を盛込んだ条例改正案を 2月会議に提出する方針です。 

1 申請者の努力義務 

 申請者は、近隣住民から旅館業に係る計画について説明の求めがあったときはそれに応じ、近隣住民の

理解を得るよう努めなければならない。 

（これまでは近隣への説明会実施まででしたが、内容の理解を得るための努力義務を課します。） 

2 施設構造設備の基準 

 旅館業を実施する建物に居住部分がある場合は、旅館部分と居住部分が区画され、廊下・階段・建物出

入口等が宿泊者と居住者が共用する部分がない構造とすること。 

（マンションなど集合住宅の一室で旅館業を行う際は、居住者用とは別に、宿泊者専用の建物出入口、階

段、EV等を設置しなければなりません。事実上、既存建物では困難になります。なお、台東区はこの内容

が現条例に盛り込まれています。） 

旅館業法施行条例、強化改正へ  －近隣説明、構造基準― 

○使用種目：シッティングバレーボール 

○使用期間：2020年 8月 18日～9月 6日 

○使用部分：2階、3階と 4階の一部 

＊この間、一般利用は以下のようになります 

使用可 1階全て（プール・ジム・小体育館）、3階（武道場）、4階（弓道場・和室） 

使用不可 2階全て（大体育館、卓球場）、3階（ランニング走路）、4階（会議室、クラブ室） 

 

2020 年パラリンピック 

スポーツセンターを練習会場に使用 

 

真土小思いで広場、昨年末に全面完成 

JR三河島駅北側、旧真土小学校校舎を解体した跡地に 

整備していた「真土小思い出広場」が昨年 12/22に完成 

し、全面開放となりました。 

旧真土小跡地については、「使用することのない校舎を 

何年も残しておくことは、空き家対策を行っている区が 

空き家を所有し続けることではないか」と議会で指摘をし

てきました。 利用時間：8 時～18 時（冬場 10/15～3/31 は

17時まで）   ＊12/29～1/3は利用不可 


